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 陳情趣旨 

  弁護士費用３億５，０００万円の発生を回避する措置を求める。 

 

 陳情原因 

  ２０１３年（平成２５年）に、神奈川県を当事者とする、訴訟物の額約２０億円の

訴訟事件が発生し、神奈川県は、弁護士費用３億５，０００万円を支出した。 

 

 陳情理由 

  １ ブログ【オンブズ大統領】（２３０１２４弁護士費用３億５０００万円支払の違

法性について）は、弁護士法第３条及び地方自治法第１５３条及び「顧問弁護士

に関する要綱」の「７」の「顧問弁護士に別途委任する」について、職員である

「顧問弁護士」を「指定代理人」に任命する、と論理解釈すれば、当該約３億円

を支出する必要はない、旨を記載している。 

  ２ 青梅市においては、輝かしい経歴を持つ橋本勇弁護士が、非常勤特別職の「顧

問弁護士」として報酬年額予算１８０万円で受嘱しているから、青梅市長は、地

方自治法第１５３条に基づいて「指定代理人」に任命することができる。 

にもかかわらず青梅市長は、これをせず、「青梅市顧問弁護士要綱」の「７」の

「顧問弁護士に別途委任する」という規定を、青梅市と「顧問弁護士と別途契約

する」と解釈して、青梅市の非常勤特別職の職員として公人である「顧問弁護士」

を私人弁護士に変身させて、民法第５２１条（契約自由の原則）の契約を行い、

非常勤特別職の報酬と、私人としての訴訟代理人契約の二重の報酬支出を行うと

いう、不必要な公金の支出をしている疑義がある。 

  ３ 仮に、原因事実と同様の事件が発生した場合には、「訴訟代理人弁護士」との「契

約」という青梅市と同様に関係法令の解釈運用をすれば、「弁護士費用３億５，０

００万円を支払」うことになる。 



  ４ 「弁護士費用３億５，０００万円」支出を回避するためには、弁護士法第３条

及び地方自治法第１５３条を論理的に解釈し、違法な解釈の是正措置が必要であ

る。 


